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研究成果の概要（和文）：初期感化院の一つである東京感化院の運営及び感化教育の実態を明ら

かにした。具体的には、東京感化院は私立の施設であるため、比較的

高額な入所費用を徴収しており、収容児に階層的な偏りのあることを

確認できた。また、明治期の日本における感化教育の整備と展開の過

程を明らかにした。具体的には、明治期から大正期にかけて、感化院

の職員の不良少年観は変化していっており、精神医学を感化教育に導

入していこうとする動きなどを確認できた。 

 
研究成果の概要（英文）：Was to clarify the actual situation of education and management 

of the Tokyo refomatory school. In addition, to clarify the actual 
situation of education and deployment of the reformatory school 
in the Meiji era. 
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１．研究開始当初の背景 
 日本における児童保護・児童福祉の研究分
野において、不良少年の更生をはかる感化院
に関しては、明治 32（1899）年に留岡幸助の
設立した家庭学校を中心に進められてきた。
しかしながら、明治 10 年代から感化院は設
立されており、不良少年に対する更生の働き
かけは行われていた。具体的には、池上雪枝

による池上感化院（明治 16 年設立）、高瀬真
卿による東京感化院（明治 18 年設立、初め
は私立予備感化院、神宮教院感化院と称す
る）などで感化実践は行われていたのである。
なお、本稿ではそうした感化院を以下で初期
感化院と総称する。 
現在のところ、そうした初期感化院につい

ては、史料的な制約もあり、充分な研究はな
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されていない。そこで初期感化院の一つであ
り、史資料の豊富に残っている東京感化院を
中心にして、明治期における感化院の感化教
育の整備及び展開に関する研究を開始する
にいたった。 
 
２．研究の目的 
 本研究では、留岡幸助の設立した家庭学校
を中心としたこれまでの感化院に関する研
究成果をもとにあまり明らかになっていな
い初期感化院、とくに東京感化院を中心に明
治期における不良少年に対する感化教育、感
化実践のあり方を分析する。 
 東京感化院は、池上感化院に次いで日本で
二番目に設立された感化院であったと推測
される。つまり、東京感化院の感化教育や感
化実践のあり方の時系列的な変化を検討す
ることは、日本における感化院の歴史を通史
的に検討することになるのである。本研究の
目的は、感化院の歴史を通史的に見直すこと
にある。 

前述のように、東京感化院は家庭学校より
もはやく設立されている。つまり、明治十年
代・二十年代の東京感化院の実態を検討する
ことは、日本における感化院の歴史のなかで
もとくに初期の部分を明らかにすることに
なる。 

なお、日本の感化院は、欧米の感化院の情
報に基き設立されており、設立直後の初期感
化院は感化教育、実践ともに試行錯誤の段階
にあったと考えられる。 

以上のように、本研究は東京感化院の感化
教育の整備と展開過程を明らかにするとと
もに、明治期の日本における感化院の歴史の
再検討を行うことを目的としている。 
 
３．研究の方法 
 研究の方法としては、第一に東京感化院な
どの当該期の各施設の職員によって書かれ
た日誌、編集された機関誌といった文献史料
の読解と分析を中心とする歴史研究の手法
を用いた。 
 東京感化院の感化教育や感化実践を検討
するにあたって、とくに重要な一次資料とし
ては、東京感化院の日誌類をあげられる。現
在、東京感化院の日誌類は、錦華学院（元の
東京感化院）に所蔵されており、明治 20
（1887）年から大正７（1918）年にいたるま
での 38 冊を確認できる。数年分の紛失を確
認できるものの、非常に貴重な史料である。 
また、同じくとくに重要な二次資料として

は、東京感化院の機関誌をあげられる。東京
感化院で編集された機関誌『東京感化院月
報』（錦華学院所蔵）は、明治 32（1899）年
から明治 41（1908）年までの 66 号を確認で
きる。若干の欠損を確認できるものの、非常
に貴重な史資料である。 

以上のような文献史料を読解し、分析する
ことで、明治期の東京感化院の感化教育や感 
化実践のあり方を分析する。 
歴史研究の手法のほかの研究方法として、

比較分析の手法を用いた。東京感化院のみな
らず、成田山感化院といった当該期に存在し
た他の施設と比較し、その特徴を明らかにし
ようと試みた。具体的には、成田山感化院や
東京市養育院感化部などとの比較である。そ
のため、成田山感化院の機関誌『成田山五事
業年報』（成田山仏教図書館蔵）や東京市養
育院（感化部）の機関誌『東京市養育院月報
告』（復刻版、不二出版）などを読解し、そ
れぞれの施設の感化教育・感化実践のあり方
を分析した。 
 
４．研究成果 
 この四年間の研究によって、以下のことを
明らかにできた。 
（１）東京感化院は、高瀬真卿という民間

人によって設立された私立の施設である。運
営の資金を確保するために、原則として、比
較的高額の入所費用を毎月徴収していた。そ
のため、富裕層の子弟を中心に収容していた。
収容児のなかには華族の子弟なども確認で
きた。 
 一方、東京市養育院感化部は、東京市によ
って設立された公立の施設である。運営資金
は公費によって賄われており、入所費用はな
かった。そのため、経済的に恵まれない階層
の子弟を中心に収容していた。 
以上のように、「明治期における東京の不

良少年と感化院について－感化院と収容児
の階層性－」（『地域社会福祉史研究』第３号）
という論文により、明治期の感化院は、公
立・私立の区分によって収容児に階層性のあ
ることを確認できた。施設の経営のためには、
経済的に恵まれた階層の不良少年の更生を
中心に収容せざるを得ないという東京感化
院の実態は、当時の民間福祉施設の限界とも
言えるであろう。 
（２）東京感化院では若干ながらも給費生

（在院費を無償とした収容児）を収容してい
た。原則として、給費生は東京感化院感化慈
善会の紹介を受けたもので、在院料は同会に
負担してもらい無料であった。ただし、その
他に警察署や東京市養育院感化部の依頼に
より、受け入れた給費生の存在も確認できた。 

東京感化院の給費生は、東京市養育院感化
部との間での移動を確認できる。給費生のな
かの更生の成果のあがらない者を東京市養
育院感化部に移し、環境を変えることで感化
教育の成果をあげようと考えたのであろう。
また、東京市養育院感化部から東京感化院へ
の収容児の移動も確認できる。これも同様の
理由によるものと考えられる。 
以上のように、「明治期における東京感化 



 

 

院の給費生について－給費生・安養を事例と
して－」（『東北社会福祉史研究』第 30 号）
により、東京感化院と東京市養育院感化部の
間で給費生に限定されるものの、施設間の連
携を確認できた。それぞれの感化教育の違い
を活かした工夫とも言えるであろう。 

（３）東京感化院と東京市養育院感化部の
収容児の階層性の違いは、両施設の感化実践
に大きな影響を与えた。東京市養育院感化部
の多くの収容児は脱院、そのまま逃亡し、更
生しないままに姿を消してしまったのであ
る。一方、東京感化院の収容児の多くは脱院
したものの、そのほとんどは連れ戻されてい
た。 

東京市養育院感化部と東京感化院の収容
児の逃亡人数の違いは、脱院後に施設に戻る
か、戻らないかということにあった。東京感
化院の多くの収容児は戻るべき家庭があり、
脱院後に家庭に戻り、家族の手で施設に連れ
戻された。 

一方、東京市養育院感化部の多くの収容児
に戻るべき家庭はなく、ほとんどは浮浪児で
あった。そのため、脱院後家族の手で施設に
連れ戻されるということはほとんど行われ
なかったのである。家庭の有無が、逃亡人数
の違いを生んだのである。 

以上のように、「感化院における脱院・脱
走に関する考察－東京感化院と東京市養育
院感化部を事例として－」（『地域社会福祉史
研究』第４号）により、東京感化院と東京市
養育院感化部の間では、収容児の階層性に基
づく家庭環境の違いが、逃亡者数に大きな違
いを生まれたことを確認できた。 
 （４）東京感化院の感化実践の特徴として、
充分に更生しないままの退院児の多さをあ
げられる。その要因としては、収容するにあ
たって無期限の者と有期限の者のいたこと
をあげられる。前者は更生するまで無期限で
収容、後者は更生の有無に関わらず一定期間
の収容で退院していくことになる。有期限と
無期限の収容児の比率は半々であった。なお、
有期限の者は３年、２年、１年の３つに分け
られる。 
東京感化院側では長期にわたって在院し

なくては、不良児の更生は難しいと保護者に
説明していた。しかし、無期限入所という約
束であっても半分は１年程度で退院してい
た。最長でも３年であった。有期限・無期限
双方ともに大半の収容児の在院期間は短く、
十分更生しないままの退院は過半数を占め
ていた。 

以上のように、「明治期における東京感化
院の退院に関する考察－無期限入院児と有
期限入院児－」（『千葉・関東地域社会福祉史
研究』第 36 号）により、施設側は不良少年
の更生をはかるための入所を想定していた
ものの、保護者側は懲罰としての不良少年の

入所を考えていた可能性が明らかになった。
つまり、職員と依頼主側で感化院に対する役
割にギャップがあり、実態としては更生施設
というよりも懲罰を与える施設として機能
していた可能性を考えられるのである。 
 （５）東京感化院の給費生のなかに安養な
る人物を確認できる。東京市内の浮浪児であ
り、放火犯であった。安養は、東京感化院と
東京市養育院感化部の間を何度も往復、転院
した。両感化院ともに安養に対する更生の働
きかけに苦慮したためである。 
結局、東京脳病院へ、次いで東京府巣鴨病

院へ転院し、精神障害者と診断された。放火
犯でもあったことから、安養の処分、処遇に
ついては新聞でも取り上げられた。それに関
し、東京感化院院長の高瀬紹卿と東京脳病院
院長後藤省吾の論争もおき、世間の注目も一
層集まることになった。こうして不良少年は
知的障害者という認識が世間一般に広まる
きっかけになった。 
以上のように「明治期における東京感化院

の給費生について－給費生・安養を事例とし
て－」（『東北社会福祉史研究』第 30 号）に
より、放火犯であった給費生安養に関する新
聞報道と論争により、不良少年は知的障害児
という見方の広まったきっかけになったこ
とを確認できた。 
（６）成田山感化院（元の千葉感化院）の

機関誌『成田山五事業年報』（大正九年版）
には、明治 34（1901）年から大正９（1920）
年までの収容児の一覧を掲載している。一覧
には、不良少年の家庭環境や素行不良の原因
などを項目として立てている。素行不良の原
因を見るならば、時代とともに変化していっ
ていることを確認できる。 
素行不良の原因として、明治三十年代には

「放任」、「遺伝」、「極貧」、「過度の懲戒」と
いったものを確認できる。明治四十年代には
「低能」、大正期に入ると「活動写真」とい
ったものの加わっていったことを確認でき
る。 
なお、東京感化院の設立者である高瀬真卿

は、当初遺伝による素行不良を否定していた。
しかし、しばらくすると遺伝という原因を追
加するにいたった。 
感化院関係者の間での不良少年観の変化

の背景にはいくつかの要因のあったことを
確認できた。素行不良化の原因は「低能」で
あるという考え方の広まりの背景には、前述
の安養の放火事件をきっかけにして、精神医
学者による不良少年の調査のあったことを
あげられる。科学の進歩の影響を受けたので
ある。 
なお、成田山感化院で知的障害児とされた

収容児に不就学の者も少なくなく、先天的な
要因のみならず、後天的な要因も考えられる。
当時の精神医学の判断については、疑問の余



 

 

地のある。 
また、「活動写真」を素行不良の原因とす

る考え方も広まりの背景には、当時の社会の
活動写真ブームをあげられる。社会風俗の影
響を受けたのである。 

以上のように、「明治・大正期における不
良少年観の変遷－東京感化院・成田山感化院
を中心として－」（『千葉・関東地域社会福祉
史研究』第 35 号）により、時代とともに感
化院の職員の間で素行不良化の原因のとら
え方に変化のあることを確認できた。 
 （７）今後の大きな課題の一つとしては、
感化院の役割、あり方の再検討をあげられる。
本研究により、感化院の職員と収容児の保護
者の考える感化院のあり方にギャップのあ
る可能性を指摘できた。更生するための施設
と考える職員と懲罰を与えるための施設と
考える保護者というギャップである。 
そうした思惑の違いのなかで、感化院のあ

り方はどのように変化していったのであろ
う。なかには懲罰のための施設や一時的な保
護預り所になってしまった施設のあった可
能性も考えられる。 

今後、そうした研究を行っていくためには、
収容児の保護者側の史資料を見つけ出し、分
析するといったことが必要になる。また、当
時の新聞報道などにより、社会一般では感化
院をどのように見られていたのかというこ
とを再検討してみる必要もあるであろう。 
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